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東南アジア連合成立過程の分析

山 影 進*

The For- ation ofthe Association ofSoutheastAsia:An Analysis of

a PoliticalProcessin th e Initiation ofRegional Cooperation

Susumu YAMAKAGE*

Regionalcooperation inSoutheastAsiadates

backtoasearlyasthelate1950'S,afew years

aftertheindependenceofMalaya･ ThefirstexI

perience wasnegotiationsamong Malaya,the

PhilippinesandThailandtocreatear1Organization

forregionalcooperation,whichwerefollowedby

thefわrmationorASA (theAssociationorSouth-

eastAsia)in1961. Thispaperanalyzesthelogic

oritsfわrmationasaprocessorconse】lSuS-building.

DuetothelackorinterestinASA､thereislittle

literatureonitsformation. Therefore,thefirst

halfof-thepaperpresentsachronologlCalsurvey

oftheformationprocesssince1958. Threesec-

tionsdealWith thefbrclgllpoll(･y al-d genel･al

attitudestowardregionalcooperiltionofthethree

ASAcountries. Foullsecti(-nscoヽrel･thedevelop-

-entorajointendeavortocreatea1-0rganization･

OnesectiondiscussestheresponsesofotherSouth-

eastAsiancountries,amongwhichthatofSouth

Vietnam isorparticularilltereSt.

Thesecondhalf-presentsananalysisofthelogic

序

東南アジアにおける地域協力の歴史は,タ

イを除 く域内各国が全て第 2次世界大戦後に

独立 した ことを考慮すると,意外に古い｡たと

えば経済･社会分野では,1947年には ECAFE

(今 日の ESCAP)が国連の下部機関として設

置され,コロンボ ･プランは1950年に発表さ

れ54年に実現 した｡軍事面で,SEATO が発
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oftheformationofASA. Thefirstthreesections

arethepreliminarydevclopmcntoratypologyor

theproposalsmadeinthecotlrSeOrnegotiations

leadingtothefわrmationorASA. Proposalsare

typologizedintermsofthefollowingthreefunda-

mentalstandpoints: (I)the objective or the

rangeofcooperation;(2)thedomainormcmber-

states;and(3)legalandinstitutionalfoundation.

Based on thetypology,thelogicOrCOnSenSuS-

buildinglSanalyzedthroughapplicationor"the

prlnCipleormini-alcommit…entsHinthefわurth

section･ ThisprlnCiple,Orlglnallyhypothesized

inthispaper,arguesthateachitem ofthecon-

sensuscorrespondstotheweakestcom-itmentby

negotiators･Althoughitappearscontrarytocom-

1110IISense,itseemsto workinSoutheastAsia.

Thefinaltwosectionsdealwithotheri-portant

issuesintheformationprocessofASAinrelation

to the applicabilitY or the abovementioned

pl･lnCiple.

論

足 したの も1954年であった ｡ しか し,このよ

うな協力機構には必ず域外大国が関与 し,し

か も多 くの場合は関係大国の影響の下にあっ

た｡ したが って ,ある地域に属す国々がその

地域の問題につ いて協力するという狭義の地

域協力の概念にはあてはまらない内容 と形態

を有する機構であった｡ この意味で ,1961年

に成立 した ASA (Association ofSoutheast

Asia:東南 ア ジア連 合) はタイ,マ ラヤ連

邦 ,フィ リピンの 3カ国か ら成 り,地域協力
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と呼び得る最小単位であるが,東南アジアに

おける初めての地域協力機構であった｡ この

ASA は1963年 から66年にかけてマレーシア

問題をめ ぐる構成国間の対立で機能をほとん

ど停止 し,1968年には前年成立 した ASEAN

(AssociationofSouth-EastAsianNations:

東南アジア諸国連合)にその機能を譲 り渡す

ことによって発展的に解消 したのである｡

さて,東南アジアにおける地域協力はどの

ようにして第 1歩を踏み出したのか ? この

問いは今 日のASEANに至る地域協力の沿革

を知る上で も,この地域における国際関係一

般を考え る上で も, 重要な意味を もってい

る｡ にもかかわ らず,ASA の成立過程を叙

述 した 文献は 意外なほど少ない｡その理由

は,第 1に東南アジア国際関係における地域

協力の比重の軽さ,第 2にそれから生 じる東

南アジア地域協力に対する関心の低さ,第 3

に不活発だった活動に起因する ASA その も

の-の関心の低さ, に求め得る｡ したがっ

て ,この裏返 しの理由として,東南アジアの

地域協力に一定の意義を見出し, ASA の存

在をその文脈 で評価 す る ご く少数の研究者

(たとえば Gordon[1966],Solidum [1974])

によってのみ ASA の成立過程が語 られてき

たのである｡

しか し,マラヤ,フィリピンの共同したイニ

シアティヴとタイの慎重な態度 との巧みなバ

ランスが ASAを生んだ [Gordon 1966]と

か,あるいはまた,構成国のエ リー トの態度

は基本問題では合致 していた[Solidum1974]

と評価するほど,これ らの国々の間で地域協

力の下地があったわけではない｡結論的にい

うならば,む しろ,重要なのは1959年初頭か

ら61年 7月末の成立に至る2年半にわたる,

地域協力機構の構成国 ･目標 ･組織な どの側

面についてさまざまな可能性が提示され,そ

れ らがもっぱらマラヤ,フィリピン,タイの

3カ国政府の間の交渉によって収束に向かっ

ていったところの,一連の政治過程なのであ

る｡

本稿では, ASA の成立に至る事実関係の

整理さえなされていない現状に鑑み,第 1に

1958年までさかのぼり,当時のマラヤ連邦,

フィリピン,タイの対外政策の基本方針の中

で地域協力構想が どのように位置づけられて

いたかを概観 し,それを踏まえた上で,1961

年 7月の ASA 成立に至る国際政治過程を一

連の草案提唱と交渉の流れ として整理する｡

この際,従来の研究で は全 く問題 にされ な

かった南ヴェ トナムの加盟の可能性について

も議論する｡ 第 2に,各草案の基本的内容の

骨格に着 目して,全草案を類型論的に考察 し,

草案修正の論理につ いて 仮説 を提示 した上

で,ASA 成立過程にみられる 合意形成の説

明を試みる｡

I ASA成立に至る政治過程

ト1. マラヤ連邦 の対外政策基本方針 と地域

協力構想

1957年の独立か ら少な くとも60年代前半ま

では,少数エ リー トによる安定 した リーダー

シップと基本的問題についての彼 らの間のコ

ンセンサスとがマラヤの対外政策決定機構の

特徴で ある [Ott 1972]｡ 特に 首相のアブ

ドゥル ･ラーマンは59年 2月か ら60年 8月ま
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での期間を除いて外相を兼務 し,彼のパーソ

ナ リティーは政策に大 き く影響を およほ し

た｡1)マラヤの対外姿勢の 2本の 柱は独立 ･

1)1959年 2月から8月までは,健康上の理由と
称して首相の地位をアブドウル ･ラザクに譲

り, 自らは独立後最初の総選挙 (8月 )に力

を注いだ｡ 首相再任 (同月)後も60年 8月ま

では, イスマイルが外相を務めた｡
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非同盟 と親西 欧 ･親英国で あった [Boyce

1968:37] ｡ 前者の意味をラーマン白身の言

莱 (1956年のUMNO(統一マレー全国組織)

成立10周年大会での演説)を借 りて具体化す

れば,｢独立_.とは ｢いかなる影響か らも自

由.なことであり,｢非同盟 _, とは ｢バンド

ンとジュネ-ヴの精神に従 う.ことであった｡

彼の反共態度 ,つまり,共産主義は民族 自決

を侵零 し内政に 干渉 し, 自己の 勢力 拡張を

狙 っている新 しい帝国主義であり,独立 と主

権を主張すべき国はアジア ･アフリカ諸国を

含めて,共産主義の攻勢を非難すべきである

という態度 [Tilman 1969:13｣は,｢独立.

の原則に反 し ｢非同盟.に敵対する共産主義

に反対するのは当然であるという論理にはか

な らず ,彼の第 1の対外姿勢か ら導き出せる

コロラリーとして説明され得る｡とはいえ,

独立後初の公式訪問国に南ヴェ トナムを選び

(58年 1月),｢両国が 国内的対外的安全に対

する共産主義の危険性について--･完全な意

見の一致をみた.り (共同声明),あるいは中

国によるチベット反乱鎮圧を非難 (59年 3月)

した りするラーマンの言動が,独立 ･非 同盟

政策の一環 としての反共政策ではな く,親西

欧的反共政策であるとみなされて も無理はな

か った ｡

国内的にも,1960年に至ってようや く1948

年以来の非常事態を解除するほど,マラヤは

共産ゲ リラの問題に悩まされていた ｡ ラーマ

ンの国内共産ゲ リラに対する見方は,経済の

低迷が共産ゲ リラ活動に養分を与えていると

いうものであり [Gordon 1969:98], した

がって,彼の見方の論理的帰結は,国内の経

済開発が共産主義運動に対する最 も有効な手

段であるという認識であった｡

ラーマンは遅 くとも1958年に は東南 ア ジ

アの地域協力機構の設立を考 え始 めて いた

[Gordon 1966:166] ｡ ラーマンの考えは,

単なる理想 としての地域協力ではな く,彼 白

身の,そしてマラヤ政府の基本的対外政策の

文脈の中に位置づけられていた｡ すなわち,

それは (1)東南アジア地域における経済･文

化協力を進め,(2)それを通 じて,国内開発

を進めることによって,(3)域外大国の経済

的支配か ら自由になるとともに,(4)共産主

義運動を抑えるた めの, (5) 親西欧および

非同盟諸国か ら成る, (6) 多国間条約機構

で あった ｡ 非公式 に は, それ は SEAFET

(South-EastAsianFriendshipandEconomic

Treaty:東南アジア友好経済条約) と名づけ

られていた ｡ -もっとも,この段階では,ラー

マンが具体的な条約草案をすでに作成 してい

た り,あるいは条約内容を詳 しく検討 してい

た証拠はない｡その後の展開を考えると,む

しろ,地域協力を以上のような形で実現する

ことの必要性を公にしただけであろうと推論

できる｡

ト2. フィリピンの対外政策基本方針 と地域

協力構想

1946年に独立 したフィリピンは,東西対立

激化の中で,旧宗主国アメ リカへの圧倒的依

存を背景 に して ,米比相互防衛条約 の 締結

(1951年),SEATO-の参加, と次々に西側

陣営に深 くコミットしてゆき,反共政策を強

化 していった ｡ マグサイサイ政権期 (1953-

1957年)は対米協力を最 も密接に進めた時期

であった [Femandez 1977:245]｡ 1957年

3月,マグサイサイの事故死に伴い,副大統

領兼外務長官のカルロス ･ガル シアが大統領

に就任 し,61年暮れに選挙で敗れるまで政権

を担当する｡ ガルシア政権期の対外政策の基

本方針は,国内の反米感情を考慮せざるを得

ないこともあって,(1)対米従属の軽減,(2)

アジア-の接近,(3)SEATOを軍事機構か ら

政治経済を含む総合的機構に拡大すること,

(4)アジアにおける経済文化協力に対する関

心, の 4点に集約 した [Femandez 1977:
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246-248]｡

1958年12月,ガルシアは翌年の対外政策方

針を発表 し,その中で次のような立場を表明

した｡すなわち,(1)経済 ･政治 ･精神の各

分野で,(2)共産主義の攻撃に挑戦するため

に,(3) 自由陣営のアジア諸国を,(4) ひと

つの強力な集団ブロックの形に団結させるこ

とを企図すると述べた のであった｡2) この集

団ブロックは (1) い くつかの多国間条約,

(2) 中央事務局,(3)首脳の不断の協議 ,に

よって 制度化 され運営され るはず で あった

[Vellut 1965:57] ｡

I-3. ラーマン-ガル シア計画の成立

マラヤ,フィリピン両国首脳がおのおの抱

くと ころの地域協力構想は,1959年 1月に

ラーマンが フィリピンを公式訪問することに

よって互いに照合されることになった｡この

際,重要な点は両首脳が直ちに合意 し,両構

想が融合 したのではないということである｡

まず ラーマンは,反共同盟の結成をめざすガ

ル シアの考えに対 して ,それはアジア諸国の

多 くを敵に回すことになるという理 由で反対

した [Smith 1959:37]｡他方,フィリピン

側はラーマンの SEAFET案が大仰すぎると

マラヤ側に伝えた [Gordon 1966:166]｡い

み じくも,このようなや りとりに両構想の差

異が反映 している｡ すなわち,構成国に関 し

ては,ラーマン案は西側および中立非同盟諸

国を対象 としているのに対 し,ガル シア案は

2)第 1点で,精神面での協力 (spiritualcooper-
ation)に言及しているが, ここでの ｢精神.

の意味は反共の宗教心とほほ等 しいOたとえ

ば,1958年 3月に南ヴェトナムのゴ･ディン･

ジェム大統領がフイTJピンを公式訪問した際,

共同声明の中で無神論的唯物主義の拡大に対

抗して, アジアの精神的価値の防衛が必要で

あるとうたっている｡狭義には,カソリック･

キ])ス ト教精神に解せをくもをいが, 重点が

反共主義にある点では同じである｡

6

西側のみを考えていた｡ また,ラーマンが協

力の具体案を示せずにいるのに対 し,ガル シ

アは具体性の強い案を もっていた ｡ さらに,

ラーマン案が経済文化面での協力のみで政治

を排除 していたのに対 し,ガル シア案では政

治を含む広範囲な協力が考え られていたので

ある｡

実際,ガル シアとの会談でラーマンが自分

の SEAFET案を もち出した意図は,実現を

めざす具体的努力の開始ではな く,大統領に

自分の構想を伝えて理解を求めることにあっ

た [Gordon 1966:166] ｡ しか し,ガル シア

も自分 白身の構想を もっていたために,両者

は経済文化協力 の必要性 とい う点 で は一致

し,他の東南アジア諸国へ も働 きかけること

になった ｡ すなわち,首脳会談後の共同声明

の中で,(1)生活水準向上 と福祉改善の方策

を捜すこととともに,この考えに同意するよ

う他 の東南アジア諸国を促 す こ との必要性

と,(2)東南アジア諸国の間に共通する問題

を解決するために,文化的秤を強め,密接な

協力を築 くことの必要性 とが確認されたので

ある｡

直ちに,マラヤ,フィリピン両国の外務省

は共同声明 の 提案 を 具体化 す る作業に入 っ

た｡マラヤ当局は3月に,(1)連合結成のた

めの条約の締結,(2)正および準加盟国の地

位 ,(3)大臣理事会,常設事務局,大臣級年

次会議の設置,(4)経済 ･社会 ･文化 ･科学

の各分野での緊密な協力,(5)防衛 ･安全保

障以外の問題に関する情報交換,という骨格

を もつ具体案を作成 して,フィリピン側の検

討を求めた ｡ 一方,フィリピン政府 も,セラ

ノ外務長官をバンコクとクアラ ･ル ンプルに

派遣 してタイ,マラヤ両国外務省 と協議させ

た (3月)｡ また, ガル シアの南ヴェ トナム

訪問 (4月)を契機にジェム政権 との交渉が

始まった｡この際の共同声明では,(1)東南

アジアは自由 ･平和 ･繁栄のとりで として発
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展すべ きであり,(2)地域諸国民 は生活水準

向上のための共同計画を推進すべ きであり,

(3) フィリピン,ヴェ トナム両国は平和 と自

由の道を求めるとともに,(4)共産主義の危

険に対抗 して 自らを強化することで合意 した

のである｡ マラヤとフィリピンとの間では,

4月までにほ討議が進み,双方で草案を検討

し合うところまで至 った｡ フィリピン政府の

草案が どのような ものであったかを知る手が

か りは筆者の手元にはないが,5月にはセラ

ノがガル シアに対 してマラヤ案を承認するよ

う求めている [Smith 1959:37] ｡3) この点

か ら判断 して,フィリピン側の草案が存在 し

た として も,それがマラヤ案 と大差なか った

であろうと推論できる｡ ともか く,マラヤ,

フィリピン両国間において は,1959年中葉ま

でには地域協力構想はかな り煮つ まっていた

のである｡ しか し,その成立までには,その

後 2年かか り,内容 もこの時期の構想 とは異

な って しまう｡

ト4. タイの対外政策方針 と地域協力構想

以上のような,マラヤ,フィリピンによる構

想に対 して,積極的に反応 し,結局残る唯一

の構成国とな ったタイについて概観 しよう｡

1957年 9月 と翌年10月の 2度の クーデター

によって反対諸勢力を抑えたサ リット陸軍元

帥は,63年に病没するまでの間,独裁者 とし

てタイの対外政策にも大きな影響をおよほ し

た｡10月政変直後,サ リットは ｢対外政策は

不変.と発表 し,59年 2月には自ら首相 とし

て内閣を 発足 させ , 外相には駐米大使 のタ

ナ ット･コーマンを任命 した｡サ リット政権

はアメ リカ,SEATO との同盟協力関係を維

持するとともに,反共政策を強化 した [Nue-

chterlein 1965:136]｡この点に関 して は,以

3)地域協力を推進するにあたって, ガルシアよ
りもセラノ外務長官の方が熱心だったかもし

れ覆い [政)yce 1968:110]｡

前の ピブ-ン政権 と大差なか ったが,サ リッ

トの戦略的思考 [矢野 1968:242]に裏打ち

されていた｡ この時期 ,サ リットは (1)他の

アジア諸国の考え方 との調和を一層 もた らす

ような, そ して (2) タイはアメ リカの衛星

国であるといった一部中立国か らの非難を受

けないような対外政策の新 しいイメージを作

り上げようとしていた [Nuechterlein1965:

134]｡タナ ットはこうした対外政策の代弁者

で もあり,一層重要なことには,抽象的方針

を具体化する責任者で もあったのである｡

さて,ラーマン-ガル シア計画に関心を示

したのはタイ政府 というよりタナ ット個人で

あった [Gordon 1969:99] ｡ 1959年 1月以

降のマラヤ,フィリピン両国による地域協力

構想実現をめざす積極的な動 きに対 して ,メ

ナットの率いるタイ外務省は迅速に対応 した｡

早 くも,7月にはタイ代案 ｢東南アジアにお

ける協力に関する準備作業文書.を東南アジ

ア各国に回覧 した [Gordon 1966:167]｡こ

の代案の要点は,(1)経済 ･文化分野のみで

の協力は不必要に限定されすぎている, (2)

政治にせよ経済にせよ重要な問題についての

実質的協力が必要である,(3)文化協力は結

束よりも分裂に寄与するか もしれないので,

教育 ･芸術 ･技術協力に替えるべ きである,

(4)教育 ･技術協力は経済協力に役立つ方向

でなされるべきである,(5)事務機関は必要

最小限にすべきである,(6)機構は非公式か

つ実際的な ものとする,(7)議事内容は公開

しない,な どである｡ 結局,タナットは地域

協力には賛成 しつつ も条約機構には極めて憤

重な態度を示 したのである｡また,構成国に

関 して も,西側諸国だけではな く中立非同盟

諸国を も含むことを主張 した｡4)

4)含むべき中立非同盟諸国として, 特にビルマ
の加盟 [Gordon 1969:99],あるいはビルマ

とインドネシアの加盟 [Solidum 1974:38]
を望んだといわれている.

7
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ト5. ラーマン-ガルシア計画の展開

総選挙に勝 ったラーマンは首相に再就任 し

(1959年 8月),しばらく足踏み状態であった

地域協力構想は再び動き出した｡彼は10月28

日付のガル シア宛書簡 [Boyce 1968:234-

235] で彼 自身の構想を伝えた｡ その内容は

おおむ ね以下の通 りで ある｡ (1)今年初め

フィリピンを訪問 した際,東南アジア諸国間

の協力を促進するための機構を設立すべきで

あるという点で,意見が一致 したことを想起

したい｡(2)両国外相,セラノとイスマイル

との間で討議があった｡ (3) 自分の考えをイ

ンドネシア,南ヴェ トナム,ビルマ,カンボ

ジア, ラオス,タイの各政府首脳に伝え た

い｡(4) 自分の考えによれば,この機構は加

盟国の主権をいかなる形でも侵さない｡ (5)

この機構への加盟は既存の条約や同盟関係,

あるいは国連での投票などに影響をおよほさ

ない｡ (6)この機構の目的は,相互の討議 と

合意 とにより,(イ)東南 アジア諸国間の関

係を緊密にし,(ロ)互いが もつ問題に理解を

示 し,(-)特に経済 ･社会 ･文化 ･科学の各

分野における互助の方法を見出す こ とにあ

る｡(7)文化 ･経済発展に関 しては,東南ア

ジア諸国のほとん どは域外大国の影響を大き

く受け,文化遺産を侵されてきたが,東南ア

ジアの豊かな自然と人的資源 とを最大限に活

用 して,域内で依存 し助け合うことが可能で

ある｡(8) このような機構の存在は,世界に

対 して東南アジアの考えを一層効果的に示す

ことを可能にする｡(9)たとえ加盟国間で完

全な合意に至らな くて も,機構の存在 自体が

相互理解を促すことになる｡(10)政府首脳の

参加する ｢東南アジア会議.のような ものを

ときどき開催するという形式から発展させて

ゆ く方法を念頭 に置いて いる｡ (ll)この機

構 は もっぱ ら,経済 ･科学 ･文化 ･教育 ･社

会の諸問題を対象とする｡ (12) もし政治問

題の討議を望むなら,加盟国の立場を侵害 し

8

ない範囲で可能にする｡ ラーマンのガルシア

宛書簡は以上のような内容であった｡ また,

彼のこのような構想は,共同提案者ガルシア

に対 してのみな らず,上の要点 (3)にあがっ

ている各国政府首脳に対 して も明らかにされ

た｡ たとえば,同 じく10月28日付のスカルノ

宛書簡 [Gordon 1966:170-171]には,上記

要点の (6),(7),(8),(9)が一層の説得調を

もって書かれていた｡

1960年 1月,ラーマンは機構発足をめざす

第 1歩 として,書簡を宛てた 7カ国に対 して

政府首脳会談の開催を提唱した｡ところが,

共同して推進するはずのガルシアがラーマン

単独によるイニシアティヴに反発 してこれに

消極的な態度を示 した ので あ る [Morrison

andSuhrke 1978:267]｡ 結局,マラヤ,

フィリピン両政府間で実務者会談の開催で合

意ができたのは3月であった｡

また,立ち消えになった ものの,フィリピ

ン側が独自の案を公表する一幕があった｡舞

台は,地域経済協力促進がテーマとな り,い

わゆるバンコク決議がなされた ECAFE第16

回総会である｡5) この場で, フィリピン政府

代表は東南アジア経済ブロック結成のための

7ヵ条からなる計画案を発表 し,その原加盟

国として フィリピン,タイ,マラヤ,南ヴよ

トナム (そして可能な らばインドネシア)の

名前を提議 した｡ フィリピン本国政府はこの

7ヵ条計画を時期尚早 と考えていたという説

[岩本 1974:149] もあるが,少な くともタ

イ側はこの案に対 して消極的な態度をとり,

この場限りの ものとなった｡

ト6.ASASの提唱

1960年 3月のラーマン-ガル シア合意を受

5) この会議における各国のかけひさや特に興味

深V>タイ政府代表 とフイ))ピン政府代表 との

対立をどについては Singh [1966:149-154]
を参照｡
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けて,4月にはラーマンの特使が フィリピン

を訪問 しセラノ外務長官 と会談 した｡その結

栄 ,(1)政治的あるいはイデオロギー的性格

を全て除 くこと,(2)公的条約 は締結 しない

こと,(3)構成国相互の利益のための協力を

行 うこと,の 3点で基本的合意に達 した ｡ そ

の後 ,特使はタナ ッ トとも会談 して帰国 し,

こ こに お いて 続いて 開かれる専門家会議の

ガイ ドライ ンが決定 した の であjS rGordon

1966:171㌦

この年の 7月未 ,ラーマンはマラヤ,フィ

リピン,タイを原加盟国とする地域協力機構

を設立する意思のあることを発表 した｡その

名称 は, 1958年以来非公式に呼ば れ て きた

SEAFET をやめて ,ASAS (Associationof

SoutheastAsian States:東南 ア ジア 国家

連合) とな っていた06)この発表は,4月の

基本的合意に基づいて,(1)東商アジアが実

際面で ,つ ま り経済関係の分野に お いて ,

(2)非公式な形で,つ まり多国間条約を締結

することな しに,地域協力を進める機構を設

立する旨を改めて提案 した ものであった ｡

既述 したように,新たに提案された機構 は

従来の案か らで きるだけ反共政治色を拭おう

とした ものであったが,加盟国の側面につい

て もそうしようと,マ ラヤ,フィ リピン,メ

イの 3提案国は中立非同盟諸国の加盟を強 く

求めた｡ すなわ ち,マ ラヤとフィ リピンとは

イン ドネシアの,タイはビルマの参加をおの

おの望ん だ の で あ る [Gordon 1966:171;

6) この改称は,SEAFETが容易にSEATOを連

想させるので この協力機構が 反共的であると

批判されるのを避 けるため [Singh 1966:
216--217], あるいはインドネシアがその具体

案を受 け入れや す くな るようにす るため

[Vellut 1965:60｣ に夜された措置であると

いう｡ しかし, 以上のようを理由のみから改

称が行われた と結論づけるのは無理がある｡

なぜならば,すでに条約による機構化を諦め

た以上,SEAFETを用い続けることは不可能
と在り,何らかの改称は必要であった｡

Vellut 1965:60] ｡

ト7. 東南アジア諸国の反応

ASAS構想において東南アジアの中立非同

r.'Llま諸国の参加が求め られ たの は い ま述 べ た

が,それ以前にも公然 と,あるいは非公式に,

東南アジア各国に対 して地域協力構想-の賛

同が求められて きた ｡ 既述 した ラーマン書簡

はその 1例である｡ このような動 きの中で,

各国,すなわちイン ドネシア,南 ヴェ トナム,

ラオス,カンボジア,ビルマはどのように反

応 したのであろうか ?

まず ,中国との関係を特に重視する厳正非

同盟の ビルマとカンボジアは,この親西欧 ･

反共の色彩が強い機構に参加することを拒否

した｡特にカンボジアはラーマ ン-ガル シア

計画 (SEAFET 案)とSEATOとを関連づ け

て ,早くも60年 1月には北京放送や広報紙を

通 じてその態度を表明 した ｡ ラオスに関 して

は,内戦開始以前 は関心を示 した [McGuire

1965:30]か もしれないが,極めて不安定な

政情が続いていたので ,内戦の有無にかかわ

らず参加の可能性は実際上小さか った｡7) ィ

ン ドネシアは1959年 5月に,経済関係分野の

みでの協力 と自国の対外政策に何 らの変更 も

要 さない とい う条件つ きで ,ラーマン-ガ

ル シア計画に賛意を示 した という [Solidum

1974:44]. しか し,10月の ラ-マン書簡へ

の返事 (12月31日付)で ,スカルノは彼の提

案に対 して否定的な意見を表明 し,60年10月

7) ラオス, カンボジア, 南ヴェトナムの3国は

ジュネーブ協定に拘束されるために多国間条

約形式の SEAFET に参加するのは困難であ

ると思われたという [岩本 1974:145｣｡ し

かし1960年 4月以降は条約機構は断念された

わけであるし, それ以前においても南ヴェト

ナムが参加す る可能性があった｡ 提案国に

とって もインドシナ諸国にとって も, ジュ

ネーブ協定の存在が政策決定に大きを制約と

して作用 したと考えるのは困難である｡

9



東南アジア研究 18巻 1号

にはスバンドリオ外相が ASAS -の不参加

を発表 した｡

最後の南ヴェ トナムの場合は以上の 4カ国

と様子を異にする｡ まず ,南ヴェ トナム政府

は当初よりラーマン-ガル シア計画に関心を

示 していた ｡ 既述 したように,フィリピン,

南ヴェ トナム両政府間では,ガル シアの訪問

(1959年 4月) を契機に協議が開始され,60

年 3月にECAFE大会中に発表された フィリ

ピン案では南ヴェ トナムが原加盟国として登

場するほどにまでなっていた｡マラヤとの間

において も, ジェムの公式訪問 (60年 2月)

の際,その間題が協議された ｡ それにもかか

わ らず,60年 7月に発表された ASAS案の

原加盟国か ら南ヴェ トナムは除かれたのであ

る｡

果た して,ASAS案発表時までに参加準備

がで きて いた の は タイだ けだった [Vellut

1965:60]のであろうか? 南ヴェ トナムの不

参加は準備不足 というような南ヴェ トナム側

の事情によるものではな く,む しろマラヤ,

フィリピン,タイの 3提案国側の事情による

ものであったと考え られる｡ まず ,反共色を

拭いたがっていた提案 3国にとって ,南ヴェ

トナムが原加盟国に名前を連ねることは甚だ

しく不都合であった｡東南アジア諸国の中で

招かれざる唯一の国,北ヴェトナムは,南 ヴェ

トナムの参加可能性が高まりつつ ある時点で

ラーマン-ガル シア計画の非難を開始 した ｡

1960年 2月,ニヤンザ ンはジェムのマラヤ訪

問を SEAFET設立の助長 として非難 し,3月

には SEAFETを SEATOを補完するものと

して非難 したのである｡ 南ヴェ トナム政府が

SEAFET/ASAS-の参加にどれほど熱心で

あったかを直接的に判断できる資料を筆者 は

もち合わせていない｡Singh[1966:218]に

よると,南ヴェ トナム政府高官が彼に語 った

ところでは,提案国か ら非同盟諸国参加の見

通 しが立つ まで南ヴェ トナムは加盟を求めな

10

いよう要請 されていた ｡ この話の通 りではな

くとも,これに類する経緯があったとすると,

南ヴェ トナム政府は参加を希望 したにもかか

わ らず ,提案国はそれを望 まなか ったのであ

ろ う｡

このように,1960年中葉では,一方では非

同盟諸国に参加するよう働 きかけ,他方では

反共国家の追加参加を見合わせなが ら,マラ

ヤ, フィリピン, タイは ASASのイメージ

を反共連合ではな く政治色のない経済協力機

構に近づけようと努めていたのである｡

ト8.ASAの成立

ビルマ,インドネシアに対するASAS参加

への説得は効を奏さぬまま徒 らに時はたち年

を越す｡ しか し61年 2月になると動 きがにわ

かに活発化する｡まず ,前年に予定されなが

ら延期されていたガル シアのマラヤ公式訪問

が 2月 8日か ら11日にかけて実現 した ｡ この

際に,タイが同意するな らば,中立非同盟諸

国の参加を待たずに ASAS を設立すること

でラーマンとガル シア とは合意 した ら しい

[Vellut 1965:60]｡早速 クアラ･ル ンプルで

ll,12両 日,ラーマン,セラノ,タナ ットに

より外相会談が催された｡13日の共同声明に

おいて ,経済 ･文化協力を 目的とする ASAS

の設立が合意されたことが明らかにな った ｡

また,この会談で,各構成国が作業部会を設

置すること,その部会が具体的な協力方針案

を創ることな どが決まった ｡

計画具体化は進み,6月にはバンコクで各

国作業部会の合同会議が開かれ,(1)経済 と

その関連分野,(2)文化 ･社会分野,(3)事

務手続問題 ,の 3委員会に分かれて協議を重

ね ,最終案を起草 したのである｡ 機構の名称

もASASか らASAに変わ り,結成の準備は

ほほ完了 した ｡

ASA設立のた め の最終的会談がバンコク

で開かれたのは1961年 7月31日,8月 1日の
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両 日であった｡これが,第 1回 ASA 外相会

議 となる｡ 参加 した ラーマン, セラノ, タ

ナ ットの 3回外相 は初 日の会談後, ASA 設

立宣言 (いわゆるバ ンコク宣言)を発表 した ｡

これによると,(1) ASA の 目的 は経済 ･社

会 ･文化 ･科学 ･行政の各分野における友好

的協議･協力 ･相互援助を確立する,(2)加盟

各国は ASA加盟国のための教育 ･専門技術･

行政の各分野に関する教育訓練施設を用意す

る,(3)経済 ･文化 ･教育 ･科学の各分野に

おける各国に共通する関心事項について情報

を交換 す る, (4) 東南アジア研究 の推進 ,

(5)資源利用 ･農工業開発 ･貿易拡大 ･運輸

通信手段の改善 ･全般的生活水準の向上な ど

につ いて実 りある協力を推進するための実施

機関を設置する,(6)商品貿易問題の研究協

力 ,な どがかかげ られた ｡ さらに,ASA は

いかなる域外のブロックとも結びついていな

い し,いかなる国に敵対するもので もないと

述べ,ASA は福祉の向上 ,経済 ･社会 ･文

化の進歩を 目的とする何か らも拘束 されない

連合であるとしめ くくった ｡ 翌 日の会談後 ,

今度 は ASA の組織に関する共同声明が発表

された ｡ そこでは,(1)年次外相会議 , (2)

年次合同作業部会会議 ,(3)常務委員会,(4)

必要に応 じての臨時およ び通常委員会 , (5)

国内事務局 ,な どの設置が決定されていた｡

ASAの発足は1961年 7月未であった｡1959

年 1月以来のマ ラヤ,フィリピン,タイを中

心 とした地域協力機構設立をめざす一連の動

きはようや くひとつの果実をつ けた｡そこに

至る2年半 は東南アジア諸国間で初めて緊密

な政治的 コミュニケーションが定常化 した時

期で もあった ｡ 地域協力の出発は,意思疎通

と相互理解に不可欠な コミュニケーションの

開始で もあったのである｡ 異なる宗主国に支

配されて きた東南アジア諸国は,ようや く自

らの意志で ｢ー遠い. 隣国と交流するように

な った ｡ 独立直後のマラヤやアジアに眼を向

け始めた フィリピンがタイとともに,紛争で

はな く協力について会話を始めた点は注 目さ

れてよい ｡ しか しなが ら,ここで概観 して き

たように,ASA 程度の緩い機構でさえ ,そ

の実現の道 は平坦ではなか った｡そこに世界

政治の影を見 出す こともで きようし,東南ア

ジア諸国の多様な生 き方を見出す こともで き

よう｡ここで,視点を ｢どのように ASA は

成立 したか ?.か ら ｢なぜ ASA はそのよう

に成立 したか ?.に移そ う｡

ⅠI ASA成立の過程の論理

Ⅰト1. ASA成立過程の分析枠組

ASA 成立 に至る政治過程は, 人別 して ,

(1)各国政府の対外政策の表明 としての協力

構想ない しは提案 と,(2)複数国政府間の相

互作用の結果 としての共同声明や宣言 とに分

けられる｡そ して ,これ らを包み込む形で国

際環境が存在 しているrJ

まず国際環境につ いて 2点指摘 しておかな

くてはな らない｡第 1点はいうまで もな く,

冷戦構造である｡世界中が米 ソ対決の影響を

受 けている時代にあって ,東南アジア も例外

ではなか った｡実際 ,マ ラヤ,フィ リピン,

タイの対外政策はいずれ も冷戦の影響を大き

く受 けた ｡ 第 2点は地域経済協力の流行であ

る｡ その発端は1957年酉 ヨーロッパにおいて

今 日の EC (ヨーロッパ共同体) の前身が成

立 した ことにある()8)続いて59年には EFTA

8)EC は EEC (ヨーロッパ経済共同休),EUR-

ATOM (ヨ-ロッパ原子力共同体),ECSC
(ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体)が土台と在って

いるが,前2者の設立条約の調印は1957年3

月であった｡ECSCの設立条約は1951年に調

印された｡

11



東南アジア研究 18巻 1号

(ヨーロッパ自由貿易連合) 設立条約 が仮調

印された ｡ これ らの動 きに刺激されて ,ラテ

ン ･アメ リカや ア フ リカな どの発展途上地

域 にお いて も同様の協力を試み よ う とする

動 きが活発化 した｡9) すでに触れた 1960年の

ECAFE第16回大会 も, このような動 きの一

環 として理解できる｡

さて ,冷戦構造の中で,マラヤ,フィリピ

ン,タイの 3国は国内的には共産主義運動を

禁止 し共産党 ･共産ゲ リラを弾圧 し,対外的

に はフィリピンとタイ■とは SEATO に加盟

しマラヤも旧宗主国イギ リスと同盟を結び,

西側陣営の一員になっていた｡さらに各国と

ち,純経済的見地か らのみな らず共産主義運

動対策 と関連させて ,国内経済発展を重要な

国家 目標にしていた｡そ して ,他の地域で流

行 し始めた地域経済協力を東南アジアで も試

みることについて も各国指導者 は無関心では

なか った｡ この よ うな (1)反共政策 , (2)

国内経済発展の重視,(3)地域協力を好 まし

いとする認識 , という各国の類以性 と, (4)

地域協力推進の世界的流行は,マラヤ,フィ

リピン,タイを して地域協力構想を案出し具

体化 しようとさせ る圧力 にな り得 た ので あ

る｡

単に3国指導者たちの間で脅威に対する認

知 は収束 し,経済発展に対する態度は共通 し

ているのみな らず ,こ う した 認知 ･態度 と

実際の協力行動 との間に相関 が ある こ とは

[Solidum 1974]も指摘 している｡ しか し,

このような指摘 も,なぜ1958年か ら61年にか

9)ラテン･アメリカで は LAFTA (ラテン･ア

メリカ自由貿易連合)協定とCACM (中央ア

メリカ共同市場)基本条約とが1960年に調印

された｡ アフリカでは旧フランス領アフリカ

諸国間で,UDE (赤道関税同盟)と UDAO
(西アフリカ関税同盟) とが1959年に発足し

た｡この流行はASA成立後も続き, ラテン･

アメT)カ, アフリカ, アラブ地域でいくつも
の協力機構が出現した｡

12

けてすでに概観 した ｢提案の一連の流れ.が

生 じたの か ?,なぜ 初期の相異 す る構想 が

ASA という形に収赦 したのか ?な どの点に

ついては説明できない｡ 換言すれば,基本的

問題に関する各国の立場の類以性は必ず しも

各国の地域協力に対する同一の考えを生み出

さなか った｡また,認知 ･態度 と協力行動 と

の相関 に して も一般論 と して の性質にとど

まっており,ASA を発足させた具体的な相

互作用を説明するものではない｡実際問題と

して , 各国 と も対外政策 の基本的変更 はな

かった し,政策担当者 も交替 しなか った｡ い

わば条件一定不変の下で,1959年初めか ら61

年 6月までの間に,マラヤ,フィリピン,タ

イは地域協力をめ ぐる互いの立場の差異を縮

少 し,合意に到達 したのである｡ したが って ,

着 目すべ きは,各国属性の類以性よりも,む

しろ3国政府間の相互作用その ものであり,

より詳細には交渉によって合意が形成される

プロセスである｡

以下では,提案な どで明 らかにされた各国

の立場が複数国の共通的立場に収束するメカ

ニズムとダイナ ミックスの論理に焦点を当て

て ,ASA 成立過程の国際相互作用を分析す

る｡ 次節 と第 3節 とでは提案ないし計画を特

徴づけし,分類するための類型論を展開する｡

第 4節では初期の提案か らバンコク宣言に至

る一連の流れのダイナ ミックスの中で,合意

形成に着 目して ,その論理を説明する仮説を

提示する｡ 第 5,6節で は合意形成以外 の ダ

イナ ミックスについて考察する｡

Ⅰト2.協力構想の類型論的考察

1961年に ASA が発足するまでにい くつ も

の代案が提出され修正されてきたのはすでに

みてきた通 りであるが,それ らを分析するの

に必要な変数を整理 して ,代案の分類軸を設

定 しておこう｡Solidum [1974:215-217]は,

マラヤ,フィリピン,タイ3国の立場を比較
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対照するために,い くつかの変数を とり上げ

た ｡ それ らは(云目的,(r21名称,檀)加盟国の範

囲,④法的根拠 ,E3〕組織,⑥設立手段 ,C1)発

足 日,檀)活動計画の計 8個であるo しか し,

代案の要点 の み を 比較 す る という目的か ら

は,.'12十(iノj/)は本質的な項 目ではな く,さらに

⑥ は① に,し項ま(射 こ従属する問題である｡ し

たがって上の 8変数を ｢日的 . ｢加盟国の範

囲. ｢法的根拠｣ の三つにまとめて も大きな

支障にな らない｡実際にも3国が当初立場を

異にしていた基本的問題はこれ ら3点に関 し

てであった｡Solidum は3国の立場を多角的

に比較 しようとしたが,本稿では多 くの代案

を基本的に重要 な最少隈の 角度 か ら比較 す

る｡

第 1にとり上げる変数は ｢FJ的-協力分野

の範田.である｡これは地域協力の 目的を経

済を中心 とする分野に限るのか,政治を含む

全般的な ものにするのかという点に関する変

数である｡実際この問題で 3国は立場を異に

していた し,一般論 として もこの点は地域協

力の形態を決める本質的な問題であるo第 2

の変数は ∫一構成国の範囲.である｡ これは具

体的にどの国とどの国か というような問題で

はない｡原則の問題として ,親西欧==自由主

義陣営のみで構成 し機構の性格をはっきりと

西側にするのか,あるいは中立 ･非同盟諸国

も構成国に加えて政治イデオロギー色を薄 く

するのか,という国際体制 と深 く関係する変

数である｡第 3の変数は｢法的 ･制度的基盤.

である｡多 くの地域協力機構は多国間条約か

協定をその存在原理にしているが,このよう

な形で東南アジアにも地域協力機構を作るの

か,あるいは形式にとらわれないで実質的協

力の実行のみを考えるのか,という差異を と

り上げるのがこの最後の変数である｡ 本稿で

は以上の 3変数を代案の分類軸として分析を

進めてゆ く｡

ところで,これ らの分類軸に一･定の方向性

がある点を指摘 してお く必要がある｡ すなわ

ち,コミットメン トの強弱である｡ 政治的 コ

ミットメン トとは,要するに,自己の態度や

将来とるべ き行動について ,他者 との関わ り

合いの中で表明することである｡川 ) 第 1の経

済に限るか,政治を も含めるかという立場の

選択である ｢目的ニ｣嘉力分野の範 囲 . につい

ては,どの範囲までの協力がその時点の状況

下で実 りある可能性を もっているか という判

断に基づ く,協力態度の コミットメン トであ

る｡ 経済分野に限る協力を主張するよ りも政

治を含む全分野での協力を主張する方が,棉

手国との協力に一層強 くコミットしている｡

この コミットメン トは,関わ り合 う相手国を

どれだけ信頼 しているかの コミットメントに

通 じる｡ 第 2は ｢構成国の範囲.であるが,

庇述 したように,西側陣営に明確にコミット

するか しないかを分類する軸である｡ 最後の

｢法的 ･制度的基盤. は,構成国を法的に拘

束する条約形式を主張するのか,拘束力の弱

い実際的方法で済ませるのか という差異を分

類するO前者を主張する国は形式的な拘束を

求めている点で一層強 くコミットしている｡

このように,分類軸となる各変数はコミット

メン トの強弱で 2倍的に表現され得る｡ これ

を簡単にまとめた ものが表 1である｡

Ⅰト3. 各国の地域協力代案の分類

マラヤ,フィリピン,タイ3国が単独ある

いは共同で提出した協力構想代案は Ⅰ章で概

観 した通 りであるが,ここで順を追 って整理

10)Ik16[1967:65-66]はコミットメントを｢現

在の立場を守ることを,あるいは予告したこ

とを実行することを,自らそうしないことを

困難にすることによって,自分の敵対者に信
じ込ませること.と定義しているO しかし,

本稿では彼の定義よりも緩やかな定義を用い
ることによって,榔手との対立的側面よりも

自分の立場を明確化した内容日体に,コミッ

トメントの力点を[置いている｡

13
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表 1 東南アジア地域協力構想の基本的分類軸とコミットメント

基本的分類軸 コ ミ ッ ト メ ン ト
強 弱

目的-協力分野の範囲 政治を含む全分野 経済を中心とする限定された分野

構 成 国 の 範 囲 西側のみ 西側と中立 .非同盟諸国

しておこう｡(1)1958年にさかのぼると,ま

ずマラヤの ラーマン首相の構想 (Ml) があっ

た｡(2) また,同年12月にはフィリピンのガ

ル シア大統領が独 自の方針 (Pl)を発表 した｡

(3)この両首脳は1959年 1月に会談 し,共同

声明 (MP)で 2国政府が共同して協力構想

の実現をめざす ことを表明 した｡ (4) この線

に沿 って内容を一層明確にした ものが 3月の

ラーマン提案 (M2)である｡(5)協力を求め

られたタイ政府は自国の代案 (T)を 7月に

発表 した｡ (6)10月になるとラーマンは各国

政府首脳に 書簡 (M3) を送 り, 賛同を求め

た｡(7)他方,フィリピン政府は60年 3月の

ECAFE大会席上,新提案 (P2)を明らかに

した｡ (8)ASA に直接的に繋がる流れは60

年 4月の 3国外務省基本方針 (MPTl) か ら

始まった｡(9) これを受けて 7月にはラーマ

ンが ASAS案 (MPT2)を発表 した｡ (10)

翌61年 2月には設立を決定 した外相共同声明

(MPT3) が出 された｡ (ll) それ が 6月の

合同作業 部会を 経て 7月 末の バンコク宣言

(MPT4) になった のである｡ 以上 のように

計11の代案 があるが, その中で,MPT2は

MPTlの対外的表明であり,MPT4はMPT3

の具体化であるので,見方によっては9種類

の代案があるということになる｡ ともか く,

9ない し11の代案が ASA 設立をめ ぐって登

場 したのである｡

それ ら11の代案を ,｢目的-協力分野の 範

囲.｢構成国の範囲.｢法的 ･制度的基盤.の

14

3分類軸について

整理 した ものが表

2である｡ さらに

各 分 類 軸 に つ い

て,前節で定めた

コミットメン トの

強 弱 を 判 定 し た

が,便宜的に強を

1,弱を 0で表わ

して表の右の方にかかげた ｡

以降議論は各代案の コミットメン トの強弱

を中心に展開するが,それを簡潔にするため

にひとつの表記法を定めておこう｡ まず ,三

つ の コミットメン トの強弱の組 み合わせ を

｢コミットメン ト･タイプ｣と呼んで,これを

(目的-協力分野の範囲の コミットメン ト,樵

成国の範囲の コミットメン ト,法的 ･制度的

基盤 の コミットメ ン ト)のヴェク トル Cで表

わそう｡各 コミットメン トは 1か 0の値を と

り,おのおの コミットメン トの強弱に対応 し

ているもの とする｡このヴェク トルで表わさ

れた コミットメン ト･タイプの全体は,分類

軸全てで コミットメン ト強の (1,1,1)か ら

全てで弱の (0,0,0)までの 8個のヴェク ト

ルか ら成る半順序集合を形成する｡すなわち,

二つの コミッ トメン ト･タイプ cl- (cll,C12,

C13) と C2- (C21,C22,C23) とにおいて , cll≦

C21,C12≦C22,C13≦ C23の ときに cl≦ C2と定義

すれ ば,半順序集合の要件 (1)cl≦ cl,(2)

cl≦ C2 かつ C2≦ clな らば cl- C2,(3)cl≦ C2

かつ C2≦ C3 な らば cl≦ C3,の全てを満足す

るoそ して ,cl≦ C2かつ cl≠ C2を cl< C2で表

わす｡ 換言すれば, cl≦ C2 とは cl< C2また

は cl- C2のことである｡ また, ある部分集

合に属す全ての コミットメン ト･タイプ (C′)

に対 して,C≦C′のような Cが存在するとき,

Cをこの部分集合の下界 と呼ぶ｡ この部分集

合に属す下界があれば, これ を 最小 タ イ プ

(min)と呼び,また,下界の中に最大タイプ
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があれば, これを最大下界 または下限 (imf)

と呼ぶ｡たとえば,部分集合 ((1,1,0),(1,

0,1),(1,0,0)Iの最小タイプも下限 も (1,

0,0)であるが,部分集合 †(1,0,1),(1,

0,0),(0,0,1))には最少 タイプがな ぐ下

限は (0,0,0)である｡ 以上の諸概念はあと

で利用することになる｡11)

さて ,第 1にひとつのタイプの中にある強

コミットメン トの数で ,レグェル分 けを し,

第 2に異なるふたっのタイプの間で どちらか

のタイプの コミットメン トの うちひとつだけ

の強弱を変えれば等 しくなるもの どお しを線

で結んで ,8個の タイプを図示すると図 1の

ようになる｡ 実例があれば各タイプの傍 らに

略号で示 してある｡ 図において ,線で直接結

ばれているタイプの間や,レグェルが 2段階

以上離れているタイプ間では順序 (<)がつ

けられる｡ しか し,同一 レグェルに属す タイ

プの間や , (1,0,0) と (0,1,1), (0,

ll,0)と (1,0,1),(0,0,1)と(1,1,0)

の間では順序 (≦)がつ けられな い ｡ 順序づ

けられないタイプの間では,どちらの方が全

体 として コミットメン トが強いかをいえない

点に留意 しておこう｡

Ⅰト4.ASA成立過 程 に お け る合 意 形 成 の

論理

ASA 成立を め ぐるマラヤ,フィリピン,

タイの間の関係は,設立すべき機構を具体化

するための合意をめざした交渉である ｡ すな

わち,交渉の前提 として各国の コミットした

立場があり,交渉の過程で コミットメン トを

互いに修正 しなが ら,最終的には何 らかの合

意を形成 しようとする相互作用である｡前節

で導入 した表記法に従 って各代案を表わ して

ll)半順序集合についての厳密を議論は,たとえ
ば 『岩波数学辞典』第 2版 877-878ペ ー ジを

参照のこと｡なお,用語法,表記法は若干異

なっている｡
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レヴェル 3

(全部のコミットメントが強)

レヴェル 2

(どれかふたつの

コミットメン トが強)

レヴェル 1

(どれかひとつの

コミットメントが強)

レヴェル0
(全部の

コミットメントが弱)

M 1- (0,0,1) Pl-(1,1,1)

.一･一一丁 -
MP-≡(0,0,1)

顎 i

M2- (0,0,1)

M,-(0/1,0,0/1)

P2-(0,1,1)

東南 アジア研究 18巻 1号

[例 :P,〕(1,1,1)
(1,1,0) (1,0,1) (0,1,1)
><><(1,0,0)[例:T〕
iZi!

〔例:P2〕
(0,1,0) (0,0,1)
"pT'Mン-/
(0,0,0)

[例:MPT.,MPT2]

図 1 コミットメント･タイプの順序構造

T- (1,0,0)

MPTl-(0,0,0)

J
MPT2-(0,0,0)

J
MPT,-(0,1,0)

J
MPT4-(0,1,0)

図 2 コ ミッ トメ ン ト･タイ プで示 した代案 の流 れ

一連の流れを図示す る と,図 2の よ うにな

る｡明 らかなように,各国の代案が共同案化

するのは1959年 1月のラーマン-ガル シア共

同声明 (MP) と60年 4月の 3国外務省合意

の基本方針 (MPTl) との 2回である｡ この

節では,このふたつの合意形成にみ られる論

理を探る｡

まず ,ラーマン-ガル シア声明はそれ以前

16

〔例:Ml,M2,MP】

両者が別個に抱いていた案がぶつか り合 って

実現 した ものである｡略号を用いれば,Ml-

(0,0,1)と Pl- (1,1,1)か ら MP-(0,

0,1)が生 じたことにな る｡ この Ml-MP

という事実か ら,ラーマンが提唱 してマラヤ

とフィリピン両政府の地域協力構想ができた

という見方 も可能である (たとえば,Cordon

[1966])｡ しか し,Ⅰ章で概観 したように,両

国首脳 ともおのおのほほ同等な強さで地域協

力に関心を もっていたので,両者の合意形態

(MP) がなぜ見かけ上 Ml と等 しくな った

かが説明されな くてはな らない｡そこで,Ml

と Plとを比較すると, 明 らかに Ml<Pl

という順序関係が成立 している｡したがって ,

MPは Mlと Plとの低い方のタイプに等 し

いと一般化できる｡つ まりこのケースでは,

合意形式は両者の立場の中間で相互に安協す

るというのではな く,両者の立場のうち弱 い

コミットメン トの レグェルに落 ち着 くという

特徴を もっている｡

第 2のケース (MPTl) は3国政府が 初め

て基本的に合意 した形態である｡ 合意に到達

する以前の 3国の立場を,各個発表 していた

代表で もって近似すると,マラヤ,フィ リピ

ン, タイの立場はそれぞれ M3-(0/1,0,

0/1),P2-(0,1,1), T-(1,0,0) で

あった｡ M3が もって い る多義性は次節 で
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詳 しく議論するが,コミットメン トの弱い方

向に表明さ れ た もの と解釈すると,M3-

(0,0,0)となる｡この解釈に従 うと,M3<

P2かつ M3<Tとなるので,最初のケースと

同様 ,合意形態はコミットメン トの弱い方と

等 しくなるとい う説明原理 で MPTl-(0,

0,0) は説明され得 る｡ もし,M3を コミッ

トメン トの強い方向で表明された ものと解釈

すると,M3-(1,0,1)となる(〕 この場合,

各国の立場の間には T<M3 という順序関係

しか存在 しない｡ そこで,各 コミットメン ト

について比較を して みる と,｢目的 コミット

メン ト.については 1,0,1,｢構成国コミッ

トメン ト.については 0,1,0,そ して ｢法

的コミットメン ト.については 1,1,0とな

り,各 コミットメン トにつ いて最弱の ものを

選ぶと (0,0,0)となる｡ これは MPTlに

等 しい｡したがって ,この場合には最 も弱い

コミットメン ト･タイプの政府の立場が合意

形態になるのではな くて (そ もそ も最 も弱い

コミットメン ト･タイプ"min"が ない),各

コミットメン トの弱い方の立場で合意が成立

するのである｡

ここで一般的に,｢最弱 コミットメン トの

原則.を定義 しておこう｡ これは,｢~ある 交

渉が合意に到達するな らば,その過程で基本

的に重要なイッシューについての コミットメ

ン トのおのおのに関 して ,各交渉者の立場の

中で最 も弱いコミットメン トが最終的合意形

態 となる.という命題である｡ すなわち,n

佃の基本的 コミットメン トに関 して ,p人の

交渉者 (あるいは p カ国政府)が 交渉 して

いるとすると,もし合意が成立 したな ら,そ

の形態 (co)は次のように表わせる｡

co-(col,Coョ,…,Con)

ただ し,

coj-二mlnLcり;i-1,...,p｣;j=-1,-･,n･

ここで Cり (1≦i≦p,1≦j≦n)は i番 目の

交渉者 (政府)の j番 目の コミットメン トの

強さを意味 している｡ このように定義された

co は全ての cl(1≦i≦p)より大きくないの

で下界である｡また,下界の中で最大ではな

いとすると,少な くともある jについて coj

は min [cij;i-1,".,p]よりも小さいことに

な り定義に矛盾する｡ したが って,coは最大

下界すなわち下限である｡結局,各交渉者が

主張するコミットメン ト･タイプか ら成る集

合の下限が最終的合意形態になるというのが

｢最弱 コミットメン トの原則｣の論理である｡

ここで念のため記 しておきたいことは,どの

交渉者 も合意形態 とな り得る立場 (つ まり最

弱 タイプ)を主張 していない場合で もかまわ

ないという点である｡ ここで述べた命題は,

最 も弱いコミットメン ト･タイプを主張 して

いる交渉者の立場が合意形態になるというの

ではない｡ 前節の 一般論でみたように,｢最

小 タイプ (min). が常に存在するとは限 ら

ないのである｡ この命題は,交渉者の主張す

る全立場に対 して下限が存在すれば一向にか

まわないのである｡

以上の一般論を ASA 成立過程に適用 して

みよう｡本稿ではコミットメン トの強弱を2

倍要素化 して表わ しているので簡単に次のこ

とを示せる｡

MP-(0,0,1)

-inf[(0,0,1),(1,1,1)]

-imf[Ml,Pl].

MPTl-(0,0,0)

-inf[(1,0,1),(0,1,1),(1,0,0)]

(M3を強 コミットメン トの方向

に解釈 した場合)

-inf[(0,0,0),(0,1,1),(1,0,0)]

(M3を弱 コミットメン トの方向

に解釈 した場合)

-imf[M3,P2,T].

このように,ASA 成立過程における合意形

成の論理を基礎に して, マラヤ, フ イ リぜ

ン,タイの 3国間でみ られる合意形態は ｢最

17
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弱 コミットメントの原理.が示唆するところ

に一致するという仮説を作ることができる｡

Ⅰト5.ラーマ ン書簡の多義性 と合意形成 の

論理

1959年10月のラーマン書簡 (M3)が多義的

に解釈され得ることはすでに指摘 した通 りで

ある｡この書簡はラーマン-ガルシア共同声

明の具体化をめざす流れ (MP--M2---M3)の

中で位置づけられるが,時期的にはタイ外務

省案 (T) が作成 ･回覧されたあとでありそ

の影響を受けた可能性 もある｡ さて,その表

現上,ラーマン書簡は4通 りの解釈が可能で

あるが,まず MSl)-(1,0,0)とするとタイ案

と等 しくなって しま う｡ この よ うな解釈は

ラーマンはタイ案の影響を受けて M2-(0,0,

1)からMも1)へ立場を変えたという説明を導

く｡ しか しながら M2から Mも1)へ移行する

には,｢目的コミットメン ト. を強 くし,｢法

的コミットメント.を弱 くしな くてはな らな

い｡したがって,どちらも同一 コミットメン

ト･レグェルにありながら,ふたっの態度変

化を必要とするので,このような変化は見か

けほど容易ではない｡次に,M(2)-(0,0,0)

という解釈 も成 り立つ｡これは ｢最弱 コミッ

トメントの原理.に従 う合意形態を実質的交

渉開始前に先取 りして表明 した ものと解 し得

る｡ また,M2と Tとに関 して この原理を適

用 した解で もあり得るので,ラーマンがタイ

案との合意案を表明した ものとも解 し得る｡

第 3の解釈は Mg'-(0,0,1)である｡ラーマ

ンは一貫 して,Ml-M2-(0,0,1)を主張し

てきた経緯を考慮すると,その繰 り返 しを し

たにすぎないと解釈できる｡また,MPとも

等 しいので,最 ももっともらしい解釈か もし

れない｡
しか し,最後に M㌢)-(1,0,1)という解釈

にも着 目しな くてはならない｡これは,従来

の主張より,コミットメント･レグェルが-

18

段高 くなっているが,M2か ら ｢目的コミッ

トメント.ひとつを強にすれば到達 し得るの

が MS4)である｡ この意味で M2から Mも1)

-の移行より M(34)への方が容易 か もしれ

ない｡ しか し,一層興味深い点は,3国とも

各 自の立場-M2,Pl,T-からいずれ かひ と

つの コミットメントを強か弱にするだけで到

達 し得るのが M㌢)であるということである｡

図 1で明らかなように,M㌢)-(1,0,1)とい

うタイ プ は M2-(0,0,1),Pl-(1,1,1),

T-(1,0,0)の各タイプと直線で結ばれてい

る｡ そ して,M(34)というタイプのみが この

特徴を満足 しているのである｡換言すれば,

普通の意味の相互妥協によって最 も容易に実

現できそうな コミットメント･タイプがこの

M(34)なのであるC

仮に M3をマラヤとタイとの共同案である

とするな らば,｢最弱 コミットメン トの原理 .

に反する解釈 (たとえば,Mg)や M㌢)) ち

あり得る｡ しか し,たとえタイ案 (T)の影響

を受けたにして も,M3は あ くまでラーマン

個人が各国に宛てた書簡であり,フィリピン

との協議には触れていて も,タイとの共同提

案であるとは全 く述べていない｡む しろ,M3

の多義性によって,タイ外務省との間であた

か も ｢最弱 コミットメントの原理 . に従 った

合意が成立 したかのような解釈 (たとえば,

Mも1)や Mgり を可能としている点を強調 し

たい｡
ラーマン書簡は,その読み手が各自の立場

に沿 うように解釈できる内容を基本的な問題

に関 して もって い る と同時に, 将来合意 に

よって収束すべきコミットメント･タイプを

暖味にしている｡ この2点は,外交戦略の見

地から非常に興味深 く,ラーマンの外交手腕

が優れた ものであったことを想像させる｡

ⅠⅠ-6.ASASからASAへ

ASA 成立過程における基本的な問題, 吃



山影 :東南アジア連合成立過程の分析

ぜ非同盟諸国を加えた ASASの 実現を 諦め

て 3国 のみか ら成る ASA を 発足させたの

か ?は大きな謎 として残 っている｡ 実際,マ

ラヤもタイも1959年以来非同盟諸国の参加を

実現させようと画策 していた し,フィリピン

もそれに同意 した ｡ にもかかわ らず , なぜ

1961年 2月にそれを諦めたのか ? また,戟

西欧 ･反共色をなるべ く薄めるために,参加

に強い関心をよせていた南 ヴェ トナムが加わ

ることに慎重だったほどの 3国が,なぜ非同

盟諸国の参加を気長に待てなかったのか ? も

し中立国が 参加を 望んだな ら ASA の 発足

は もっと早かっただろうという説 [Gordon

1966]は,それ自体正 しくとも,これ らの疑

問に対する回答にはなっていない｡

ASA成立の 論理を追 うな ら,以上のよう

な疑問は次のように翻訳できる｡すなわち,

なぜ MPTl-MPT2-(0,0,0)で合意 してい

たのに61年になると MPT3-MPT4-(0,1,

0) という合意形式に移行 したのか ? いうま

で もな く,MPT2<MPT3 であるか ら,60年

暮れを境にして合意の コミットメン ト･タイ

プは強 くなった｡3国が MPTl に 合意する

以前の状況を考えてみると,(0,1,0)という

タイプは,P2 か らは1段階 しか離れていな

いものの,Tや M2,さらには Mも2)以外のM3

の諸解釈か ら2段階離れている｡つ まり,マ

ラヤやタイにとって容易に移行できないタイ

プであった ｡ この意味で,3国間で初めか ら

(0,1,0)に合意するのは極めて困難であった

と推論せざるを得ない｡しか し,一旦 (0,0,

0) というタイプで 3国が合意 して しまうと,

その共同的立場か ら (0,1,0)へは 1段階で,

つまりひとつの コミットメン トの強弱を変え

れば,移行できるのである｡ 結局,3国が初

めて合意するとしたら,MPT3のタイプは起

りに くい形態であるが,一旦 MPTl で 合意

が成立 し3国の立場がそれに等 しく変わった

あとでは MPT3 -の移行はさほどの困難な

Lに可能 となるのである｡

1960年暮れ前後に,マラヤ,フィリピン,

タイ3国の コミットメントの変化を示すよう

な地域協力代案の発表はない｡ しか し,もし

｢最弱 コミットメン トの原理. が この場合に

も適用され得るな らば, 仮説 と して 3国の

｢構成国コミットメン ト. がほほ同時に弱か

ら強へ変わったことを示唆する｡そのような

基本的変化が生 じたならば,それは3国の対

外政策に生 じた変化に起因したものと考えら

れる｡実際,この時期に3国の政策を変えさ

せるような要因は,ラオス危機 という国際環

境の変化 しか見当たらない｡当時のラオスは

容共 ･中立提携派 と親米派 との対立が内戦に

発展 し,冷戦構造が局地的に ｢熱 く｣なった

様相を呈するに至った｡この際,SEATOはイ

ギ リスとフランスの反対によりラオス介入措

置をとることができなかった｡このため,タ

イとフィリピンはこの集団安保体制に対 して

不満と不信 とを抱 くようになったのである｡

そ して,ラオス危機で露呈 した内部不統一 と

低効率 とを合わせ もつ SEATO を全分野で

の地域協力機構に拡大するよりも,経済面で

の西側諸国の協力については別個の機構を速

やかに設立 した方が好ましいと両国が判断 し

て も不思議はなか った｡また,マラヤは, こ

の危機をインドシナにおける共産主義の脅威

の増大ととらえた｡ そ して,インドシナの危

機はタイを経てマラヤへ も波及 し得るという

認識のもとに,マラヤは61年 1月から南ヴェ

トナムに対する武器援助を開始 した｡ このよ

うな状況下で,ラーマンはた とえインドネシ

アが参加せず とも協力機構を発足させる決心

を したのである｡ 結局,ラオス危機を契機に,

各国は ｢構成国コミッ1,メン ト.を強 くして

協力機構実現化に臨むことになった｡こうし

て,マラヤ, フィリピン,タイ3国は非同盟

諸国を加えることな しに,親西欧 ･反共的構

成のままで協力機構の実現に踏み切ったので
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ある｡ この決定か ら ASA発足まで半年で あった｡

ま と め と 討 論

本稿は1958年か ら61年 7月に至る ASAの

成立過程を,マラヤ, フィリピン, タイ3国

の各政府単独による,あるいは複数政府共同

による提案の流れ として とらえ,その流れを

基本的問題に対する政治的コミットメン トの

強弱 という尺度か ら分析 し,合意成立の論理

を仮説化 した ものである｡

Ⅰ章では従来 著 しく軽視されてきた ASA

の成立過程を,発表された構想や代案に着 目

しながら,入手 し得た資料の範囲内で,でき

るだけ詳 しく跡づけてみた.また,一層軽視

されてきた, ASA3国以外の 東南アジア諸

国の反応に関 して,特に参加の可能性が最 も

高かったにもかかわ らずほとん ど無視されて

きた南 ヴェ トナムに関 して,若干の整理を試

みた｡ ⅠⅠ章では,最初に,成立過程において

順次出された11の代案を, 目的-協力分野の

範囲,構成国の範囲,法的 ･制度的基盤 とい

う三つの基本的な立場に関しての コミットメ

ン トの強弱という尺度を設定 して,類型論的

に考察 した｡次に,それを土台に,合意形成

の際の ｢最弱 コミットメントの原理. という

仮説によって,ASAの成立過程における政府

間交渉の論理を説明した｡

ところで,｢最弱 コミットメン トの 原理｣

という仮説が どれほど妥当性を もっているか

という点は問題点として今後に残る｡この仮

説 は本稿の作業仮説であったが,それはいく

つかの問題と関連 している｡第 1に,構成国

の面で も構能面で もASAの拡大とみな し得

るASEANに関 して,特に1976年以前の活動

が不活発であったと低 く評価 されて い るの

に, ともか くASEANは存続 した｡これは構

成国が活動に対 して弱いコミットメン トで し

か最終的に合意できない論理が作用 していた
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か らではないのか ?第 2に,gotongroyong,

mushawarah,mufakatという言葉は インド

ネ シアの 国内政治の場で使われ た の みなら

ず,対外政策 の レトリックとして も用い ら

れた｡12)特に mushawarah は東南アジアの

地域協力の特徴のひとつであるかのように用

いられる場合 もある｡ しか し,インドネシア

国内政治における合意形成 と東南アジア国際

関係におけるそれとは果 して同様な意味内容

をもち得るのか ?国内政治で了解されている

合意 と同様なものが国際政治の場で も通用す

るのか ?第3に,以上の点を ま とめ る形で,

東南アジア型 と呼んで もかまわ な いよ うな,

この地域に特徴的な交渉 ･合意形式の論理が

存在 し機能しているのか ?

少数の政府間の交渉はほとん どの場合何 ら

かの合意をみて終結するので,主要な関心は

交渉のプロセスと合意形式とに集中する｡ 従

来このような分析対象は,相反する利益を も

つ交渉者はどのような状況下で どのような安

協ないし非妥協をするかという問題に翻訳さ

れて,一般的な論理へ抽象化されてきた｡そ

こでは,効用の概念を基盤 とするゲームの理

論が通用され, さまざまな合意形式が解 とし

て提案されてきた｡13)本稿においては,合意

12)gotongroyongは相互扶助あるいは協力の意

で,mushawarah と mufakatは合わせて合
意の達成の_意である｡ あえて区別すれば
mushawarah は合意をめざす協議であり,
mufakatは協議の結果到達した合意または合

意内容である｡この言葉は ｢指導された民主

主義.の中で国家レグェルの政治用語として

用いられ,対外政策においては特にマフイ7)
ンドと関連して用いられたが,本来は伝統的
を意味である0

13)ゲームの理論の中で ｢非ゼロ和ゲーム.に関

するものが交渉や協力の問題を扱うのに適し
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をめざす交渉において意見の不一致があると

きにどこで合意されるかを ｢最弱 コ ミットメ

ン トの原理.という仮説で説明 した ｡ この仮

ている｡交渉過程や合意形式についてはゲー

ムの理論が確 立す る以前から理論的実証的研

究がなされてきたが,その多 くはゲームの理

論的に再解釈されている｡交渉に関す る入門

的 な邦語文献 はた とえ ば鈴木 [1970:169-

225]夜どであるが, Harsanyi[1977] が最

近までの成果をまとめている｡

説 の妥当性 と一般性は ASA 結成後か ら今 日

に至る東南アジア地域協力の試行錯誤を分析

することによって判断すべ きもので, まだは

るかかなたの問題である｡また,｢最弱 コミッ

トメン トの原理 ｣をゲームの理論 と関連づけ

る作業や,合意形成論理の比較論 ･一般論 も

進めるべ きであるが, 当面 は ASA 設立で第

1歩を踏み 出した東南アジア地域協力の実体

を追い続 ける作業を中心に しなが らこのよう

な一般論 との関連を考えていきたい｡
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